
　
申
告
書
の
作
成
・
相
談
を
各
会

場
で
受
け
付
け
ま
す
。
申
告
書
な

ど
を
提
出
す
る
際
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
記
載
と
本
人
確
認
書
類
の

提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要

で
す
。

　

確
定
申
告
書
は
、e
‒
Tax
や

郵
送
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

郵
送
先　
〒
2
6
2
‒
8
5
0
7 

千
葉
市
花
見
川
区
武
石
町
1
丁

目
5
2
0
番
地

　

�

東
京
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー

　
千
葉
西
分
室（
東
金
税
務
署
）

↑書かない確定申告　
マイナンバーカード

で e-Tax

東
金
税
務
署

【
確
定
申
告
会
場
】

東
金
市
役
所
5
階 

大
会
議
室

2/16㈪
～

3/16㈪

　
東
金
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告

会
場
で
申
告
書
の
作
成
・
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。

　

原
則
、
ご
自
身
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
申
告
書
を
作
成
し
ま
す

の
で
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
マ
イ

相
談　
午
前
9
時
～
午
後
5
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
・
休
日
を
除
く

※�

確
定
申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は

事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
国
税

庁
L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

を「
友
だ
ち
追
加
」の
う
え
、
オ

ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
を
し
て
く

だ
さ
い
。

↑国税庁
　公式 LINE

　
当
日
、若
干
数
の「
入
場
整
理
券
」

も
配
布
し
ま
す
が
、
長
時
間
お
待

ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

確
定
申
告
会
場
へ
ご
来
場
の
際

は
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。大

網
白
里
市
保
健
文
化

セ
ン
タ
ー
3
階
ホ
ー
ル

（
大
網
白
里
市
大
網
1
0
0
‒
2
）

1/29㈭
・

1/30㈮
山
武
市
役
所
3
階

大
会
議
室

（
山
武
市
殿
台
2
9
6
）

2/3㈫
～
2/5㈭

千
葉
県
税
理
士
会

　
千
葉
県
税
理
士
会
に
よ
る
令
和

7
年
分
確
定
申
告
の
無
料
相
談
を

実
施
し
ま
す
。

　

当
日
は
、
会
場
で「
入
場
整
理

券
」を
配
布
し
ま
す
。

受
付
・
相
談

・
午
前
9
時
30
分
～
正
午

・
午
後
1
時
～
4
時

※
受
け
付
け
は
、
午
前
9
時
〜
午

後
3
時
30
分

　
「
入
場
整
理
券
」の
配
布
状
況
に

応
じ
て
、
受
付
を
早
く
締
め
切
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象

①
給
与
所
得
者
・
年
金
受
給
者

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
発
行
時
に
ご
自
身
で

設
定
し
た
パ
ス
ワ
ー
ド（
数
字
4

桁
・
英
数
字
6
文
字
以
上
16
文
字

以
下
）、
前
年
の
申
告
書
の
控
え

や
源
泉
徴
収
票
な
ど
、
申
告
書
作

成
に
必
要
な
書
類
を
ご
準
備
く
だ

さ
い
。

受
付　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
4
時

所
得
税
　
　
　
　
　  

の
お
知
ら
せ

社
会
保
険
料
の
納
付
額
を

確
認
で
き
ま
す

　

社
会
保
険
料（
国
民
健
康
保
険
税
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険

料
）は
、
確
定
申
告
な
ど
の
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
納
付
額
の
確
認
を
希
望
さ
れ
る
方
に
、

各
担
当
課
で
納
付
額
確
認
書
等
を
発
行

し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
納
付
額
は
納
付
書
で
納
付
の

場
合
は
領
収
書
、
口
座
振
替
の
場
合
は

預
金
通
帳
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
年
金
天

引
き
）さ
れ
た
分
の
納
付
額
確
認
書
等
は

発
行
で
き
ま
せ
ん
の
で
年
金
支
払
者（
日

本
年
金
機
構
な
ど
）か
ら
発
行
さ
れ
る
源

泉
徴
収
票
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※�

年
金
天
引
き
分
は
本
人
以
外
が
社
会

保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

納
付
額
確
認
の
申
請
に
必
要
な
も
の

・�

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の

※�

同
一
世
帯
以
外
の
方
が
申
請
す
る
場

合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問◦
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

　
税
務
課
住
民
税
班
☎（
84
）1
2
1
2

◦
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

　
住
民
課
国
保
年
金
班
☎（
84
）1
2
1
4

◦
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

　
福
祉
課
介
護
班
☎（
84
）1
2
5
7

給
与
や
賃
金
を
支
払
う
方
へ

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

　
令
和
7
年
中
に
給
与
、
賃
金
な
ど
を

支
払
っ
た
事
業
所
や
事
業
主
は
、「
給
与

所
得
者
の
源
泉
徴
収
票
」と
同
時
に
複

写
作
成
さ
れ
る「
給
与
支
払
報
告
書
」を

金
額
に
関
わ
ら
ず
、
2
月
2
日（
月
）ま

で
に
受
給
者
の
住
所
地（
令
和
8
年
1

月
1
日
現
在
）の
市
町
村
に
提
出
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
個
人
事
業
を
営
む
方
で
専
従

者
給
与
を
支
払
っ
た
方
、
臨
時
で
従
業

員
を
雇
い
少
額
で
も
給
与
を
支
払
っ
た

方
も
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
紙
に
よ
る
提
出
の
ほ
か
、

e
L
T
A
X
に
よ
る
電
子
デ
ー
タ
で
の

提
出
も
で
き
ま
す
。

問
税
務
課
住
民
税
班
☎（
84
）1
2
1
2

法
定
調
書
の
作
成
、

提
出
は
e
‒
T
a
x
で

　
e
‒
T
a
x
を
利
用
す
る
と
、
自
宅

や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務
所
な
ど
か

ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
法
定

調
書
等
を
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
e
‒
T
a
x

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
住
民
税
班　
☎（
84
）1
2
1
2

申告書の提出と納税の期限
税の種類 申告期間 納付期限

所得税
復興特別所得税

2月16日（月）
　～3月16日（月）

3月16日（月）
振替納税の場合は、
4月23日（木）が振替日

消費税
（個人事業主）

1月5日（月）
　～3月31日（火）

3月31日（火）
振替納税の場合は、
4月30日（木）が振替日

贈与税 2月2日（月）
　～3月16日（月） 3月16日（月）

社 会 保 険 料 の 納 付 額 を

確 認 で き ま す

確
定
申
告

東金市役所

作成会場はこちら

県道  東金源線

国道126号← 至千葉

東金郵便局

商工
会館

サンピア

東金税務署

千葉県
山武合同庁舎

至成東 →

東金駅
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